
「ビフォーアフター写真」については、a)通常必要と
される治療内容、b)費用、c)治療等の主なリスク、d)
副作用等に関する事項…など詳細な情報を、「ケース
それぞれに」付すことで広告が認められる場合もある
点に留意が必要。

例えば、複数のビフォーアフター写真を掲載し「治療
費は〇円から」などと記載することは認められないが、
1つ1つの症例についてビフォーアフター写真を付け、
それぞれについて「このケースでは〇円の治療費があ
かり、治療期間はどの程度、XXXの副作用が起こるこ
とがあります」などと詳説することで、患者がメリッ
ト・デメリットを把握できるため、広告可能となる。
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